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１．本書の位置づけ 

（仮称）東根市消防庁舎整備事業 落札者決定基準（以下「落札者決定基準」という。）

は、東根市（以下「市」という。）が、（仮称）東根市消防庁舎整備事業（以下「本事

業」という。）を実施する民間事業者の募集及び選定を行うに当たって、入札参加者を

対象に交付（公表）する入札説明書と一体のものである。 

落札者決定基準は、落札者を決定するに当たって、最も優れた提案を行った入札参加

者を選定するための方法及び評価基準等を示し、入札参加者の行う提案に具体的な指針

を与えるものである。なお、落札者決定基準に使用する用語の定義は、同一の名称によ

って入札説明書において使用される用語と同一のものである。 

 

２．民間事業者の選定の概要 

(1) 民間事業者の選定方式 

本事業は、調査・設計、建設段階から維持管理段階の各業務を通じて、選定事業者

に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものである。したが

って、市は、民間事業者の募集及び選定方式について、競争性の担保及び透明性の確

保に配慮したうえで、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６

に基づく入札公告により広く入札参加者を募り、同施行令第１６７条の１０の２第１

項又は第２項に規定する価格及び価格以外の要素（事業実施能力並びに設計・建設・

維持管理能力等）を含めた総合評価一般競争入札により行う。 

(2) 民間事業者の選定方法 

民間事業者の選定方法は、競争参加資格確認審査と提案審査（基礎審査、定性審査、

価格審査）の二段階により実施する。なお、競争参加資格確認審査の結果は、提案審

査のための提案を受け付ける入札参加者を選定するためにのみ用いることとし、提案

審査には持ち越さない。 

(3) 民間事業者の選定体制 

提案審査は、学識経験者及び市の職員等で構成する審査委員会（「東根市ＰＦＩ

事業審査委員会設置要綱（平成１７年７月４日告示第３３号）」に基づき設置、以下

「審査委員会」という。）において行う。 

審査委員会委員 

委 員 長 相羽 康郎 東北芸術工科大学環境デザイン学科教授 建築関係

職務代理 武田 新市 東根市助役 行政関係

委  員 厚綿 真一 山形県総務部危機管理室総合防災課課長補佐 消防関係

 植村 義弘 黒沼共同会計事務所 公認会計士 会計関係

 香川  浩 スタジオ香川 元東北芸術工科大学助手 建築関係

(五十音順) 山本 達也 日本政策投資銀行東北支店企画調査課長 金融関係



 （３）

３．審査の手順 

審査の手順は、以下のとおりである。 

 

(1) 競争参加資格確認審査 

 

 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付  

  

 競争参加資格確認審査  

→ 確認できない場合は失格  

  

(2) 提案審査（基礎審査、定性審査、価格審査） 

  
  

 入札書等及び入札提案書類の受付  

  

入札金額の確認 
( 開 札 ) 

  

提案審査（基礎審査） 

① 競争参加資格に関する適格審査 

② 入札金額に関する適格審査 

③ 基本的要件に関する適格審査 

 

→ 適格審査の条件を満たさない場合は失格  

  

提案審査（定性審査）      【基準配点 ５０点】 

① 事業計画に関する提案審査 

② 施設計画等に関する提案審査 

③ 維持管理計画に関する提案審査 

④ 提案全体に関する提案審査 

※ 本段階の審査は、入札参加者の名称を伏せて(匿名で)

行う。また、ヒアリングを行うことがある。 

 

  ＋ 

  

入札金額の開示 

提案審査（価格審査）      【基準配点 ５０点】 

① 入札金額に関する提案審査 
 

― 定性審査と価格審査の総合評価 

  

 落札者の選定・決定  
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４．競争参加資格確認審査 

競争参加資格確認審査は、入札参加者の備えるべき競争参加資格（入札参加者の参加

要件、入札参加企業又は入札参加グループの構成員の資格要件、入札参加企業又は入札

参加グループの構成員の制限に掲げる要件）に関して、入札説明書等に示す要件を満た

していることの確認審査を行う。確認審査の要件を１つでも満たさない場合は失格とす

る。 

 

５．提案審査（基礎審査） 

提案審査（基礎審査）は、競争参加資格に関する適格審査、入札金額に関する適格審

査及び基本的要件に関する適格審査を行う。適格審査の要件を１つでも満たさない場合

は失格とする。 

(1) 競争参加資格に関する適格審査 

入札参加者の備えるべき競争参加資格に関して、入札説明書等に示す要件を満たし

ていることの適格審査を行う。 

(2) 入札金額に関する適格審査 

入札参加者の入札した入札金額に基づいて算定された契約金額が、市が定めた予定

価格の範囲内であることの適格審査を行う。なお、入札書に記載する「入札金額」を

はじめ、「契約金額」及び「予定価格」については、入札説明書のⅡ ３ (12) 2) を

参照すること。 

(3) 基本的要件に関する適格審査 

基本的要件に関して、以下の基本項目の審査基準を満たしていることの適格審査を

行う。 

1) 事業計画に関する項目 

基本項目 審査基準 

事業実施工程 ・ 要求する事業日程が満たされているとともに、実現可能な事業
実施工程となっていること。 

入札金額 ・ 算定方法に誤りがないこと。 

特別目的会社 ・ 出資内容が明示されているとともに、出資条件が満たされてい
ること。 

市の支払条件 ・ 施設等の整備業務に対する対価等の算定方法に誤りがなく、支
払条件が満たされていること。 

 ・ 施設等の維持管理業務に対するサービス対価等の算定方法に誤
りがなく、支払条件が満たされていること。 

保険の付保 ・ 選定事業者に義務付けている保険を付保する計画となっている
こと。 

資金調達計画 ・ 資金調達方法、金額、条件などが明示されていること。 

 ・ 金融機関等からの関心表明書（ＬＯＩ）の取得がなされている
とともに、必要な資金が確保される計画となっていること。（
関心表明書（ＬＯＩ）の取得がなされていない場合は、このこ
とに相当する合理的な説明があること。） 
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長期事業収支計画 ・ 長期事業収支計画の計算において重大な誤りがないこと。 

 ・ 各種費用の項目及び算定において重大な誤りがなく、市場価格
と極端に乖離していないこと。 

 ・ キャッシュフローの極端な変動や資金不足がないこと。 

 

2) 施設計画等に関する項目 

基本項目 審査基準 

土地（敷地） ・ 施設等が土地（敷地）の範囲内に配置されていること。  

配置の計画 ・ 消防庁舎、訓練施設、その他付属施設（駐車場、緊急車両転回
スペース、訓練スペース、電波塔等）の配置が明示され、要求
条件が満たされていること。 

 ・ 緊急車両の道路への主たる出入口が、西側前面道路となってい
ること。 

施設の計画 ・ 消防庁舎（１,８５０㎡（－２％、＋５％以内））及び訓練塔 
（３４０㎡程度（階段室を含む））の延べ面積が規定の範囲内
であること。 

 ・ 消防庁舎の各部門（消防本部関連室、消防署関連室、待機関連
室、車庫関連室、福利厚生関連室、その他諸室）の所要各室が
設置されているとともに、面積・室数等の要求条件が満たされ
ていること。 

 ・ 訓練施設が設置されているとともに、要求条件が満たされてい
ること。 

 ・ その他付属施設が設置されているとともに、要求条件が満たさ
れていること。 

備品調達業務 ・ 業務計画が提案されていること。 

 

3) 維持管理計画に関する項目 

基本項目 審査基準 

建物保守管理業務 ・ 業務計画（業務体制、業務内容等）が提案されているとともに
、要求条件が満たされていること。 

設備保守管理業務 ・ 業務計画（業務体制、業務内容等）が提案されているとともに
、要求条件が満たされていること。 

清掃業務 ・ 業務計画（業務体制、業務内容等）が提案されているとともに
、要求条件が満たされていること。 
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６．提案審査（定性審査） 

提案審査（定性審査）は、事業計画に関する提案審査、施設計画等に関する提案審査、

維持管理計画に関する提案審査、提案全体に関する提案審査を行う。 

入札参加者より提出された入札提案書類の内容について、以下に示す審査項目ごとに

配点を行うものとし、基準配点の合計は５０点とする。個々の配点は、それぞれの審査

項目における基準配点に評価区分に応じた配点比率を乗じて算定する。この場合、四捨

五入は行わないものとする。（様式欄に、対象とする主要な様式を示しているが、その他

の入札提案書類全般を総合的に判断し、審査を行うものとする。） 

 

審査項目 基準配点 

(1) 事業計画に関する項目 1) 資金調達計画  ３ 

 2) リスク管理計画  ４ 

 3) キャッシュフロー計画  ３ 

１０

(2) 施設計画等に関する項目 1) 周辺環境への配慮  ３ 

 2) 街並み景観・建築デザイン  ４ 

 3) 配置計画・外部動線計画  ４ 

 
4) 施設等の内部レイアウト・内部動

線・各室計画 
 ７ 

 5) 施設等の安全性  ４ 

 6) 施設等の機能性・経済性  ４ 

 7) 施設等の施工計画  ３ 

２９

(3) 維持管理計画に関する項目 1) 維持管理計画  ３  ３

(4) 提案全体に関する項目 1) 地域経済への配慮  ３ 

 2) その他提案全体  ５ 

 ８

合 計 ５０ 

 

評価区分 配点比率 

① 審査項目に対する提案がなされていない   ０％ 

② 審査項目に対する提案がなされているが、特段に優れている点は
みうけられない 

 ２５％ 

③ やや優れている  ５０％ 

④ 優れている  ７５％ 

⑤ 特に優れている １００％ 
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(1) 事業計画に関する提案審査                    （１０点） 

審査項目と評価指針 基準配点 対象とする主要な様式 

1) 資金調達計画  ３ 様式２１､２２他 

 ア 資金需要（各種費用）の計上が適切なものとなっているか。 

 イ 金融機関等の支援体制が十分なものとなっているか。 

2) リスク管理計画  ４ 様式２３他 

 ア 想定されるリスクの検討が十分になされ、かつ、リスク発生の未然防止に配慮し
た実施体制等が確保されているか。（業務全体の管理､担当企業間の連携等） 

 イ リスク発生時における事業継続のための有効なバックアップ体制等が確保され
ているか。 

 ウ 提供するサービスの質等を維持するための工夫がされているか。（セルフモニタ
リング等） 

3) キャッシュフロー計画  ３ 様式２４他 

 ア 運営資金不足への対応策が講じられているか。（キャッシュリザーブの確保等）

 イ 事業収支計画の安定性の向上に向けた工夫がされているか。 
 

(2) 施設計画等に関する提案審査                   （２９点） 

審査項目と評価指針 基準配点 対象とする主要な様式 

1) 周辺環境への配慮  ３ 様式３７他 

 
ア 施設等が整備されることによる、日影、電波障害、騒音、排気、降雨・降雪等に

よる周辺住民への悪影響を防ぐための対策・工夫がされているか。 

 イ その他独自に計画、配慮した点 

2) 街並み景観・建築デザイン  ４ 様式３８他 

 
ア 街並み景観向上への貢献に配慮されているか。（施設の外観・色彩・仕上計画、

植栽計画、照明計画等） 

 イ その他独自に計画、配慮した点 

3) 配置計画・外部動線計画  ４ 様式３９他 

 
ア 配置計画が適切に計画されているか。（消防庁舎、訓練施設、その他付属施設（駐

車場、緊急車両転回スペース、訓練スペース、電波塔等）） 

 
イ 外部動線計画が適切に計画されているか。（緊急車両等の安全な出動、歩行者動

線及び車両動線の確保等） 

 ウ その他独自に計画、配慮した点 

4) 施設等の内部レイアウト・内部動線計画・
各室計画 

 ７ 様式４０他 

 
ア 内部レイアウトが適切に計画されているか。（消防本部関連室、消防署関連室、

待機関連室、車庫関連室、福利厚生関連室、その他諸室のゾーニング） 

 
イ 内部動線計画が適切に計画されているか。（消防活動・救急活動の効率的な遂行、

迅速な出動、来客者や見学者） 

 
ウ 各室の内部仕上や各種設備システム及び機器類等が適切に計画されているか。

（当該室の機能や執務環境等に応じた計画） 
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 エ その他独自に計画、配慮した点 

5) 施設等の安全性  ４ 様式４１他 

 ア 来庁者等の第三者の安全性確保に配慮されているか。（緊急車両の出入口、来庁
者の駐車場計画等） 

 イ 動線計画以外の面においても消防活動・救急活動の安全性確保に配慮されている
か。（消防庁舎、訓練施設、その他付属施設の平面計画、形状（ディテール）、
材料等） 

 ウ その他独自に計画、配慮した点 

6) 施設等の機能性・経済性  ４ 様式４２他 

 
ア 建築計画（構造計画・内外装計画）、各種設備のシステム及び機器類等が、保全・

修繕費や光熱水費など、ＬＣＣの低減に配慮されているか。 

 イ 各種設備の計画が、建築計画に整合した効率的かつ柔軟なものとなっているか。

 
ウ 本事業の事業期間内にかぎらず長期的な建物等の利用に耐えうる計画となっ

ているか。 

 エ その他独自に計画、配慮した点 

7) 施設等の施工計画  ３ 様式４３他 

 
ア 施工に伴う周辺住民への騒音・振動・悪臭・粉塵等の悪影響を防ぐための対策・

工夫等がされているか。 

 
イ 本事業とは別途に市が行う高機能消防指令センターシステム整備、山形県防災行

政無線ＶＳＡＴ移設、消防署機能の移転（引越し）等に配慮されているか。 

 ウ その他独自に計画、配慮した点 
 

(3) 維持管理計画に関する提案審査                  （ ３点） 

審査項目と評価指針 基準配点 対象とする主要な様式 

1) 維持管理計画  ３ 様式５３､５４他 

 ア 維持管理業務を円滑に行う業務体制が計画されているか。 

 イ 維持管理業務を適切に行う業務内容が計画されているか。 

 ウ その他独自に計画、配慮した点 
 

(4) 提案全体に関する審査                      （ ８点） 

審査項目と評価指針 基準配点 対象とする主要な様式 

1) 地域経済への配慮  ３ 様式５６他 

 ア 業務実施（施設整備等）において、地域経済への配慮等がされているか。 

2) その他提案全体  ５ － 

 
ア 提案全体として、事業効率が高いものとなっているか。（各審査項目間の相乗効

果等） 

 イ 提案全体として、市民に親しまれる消防関連施設となっているか。 

 ウ 提案全体として、斬新さや優れた特徴等があるか。 



 （９）

７．提案審査（価格審査） 

(1) 入札金額に関する提案審査 

入札参加者の入札金額に関して、以下に示す方法で配点を行うものとし、基準配点

は５０点とする。 

1) 配点の算出方法 

入札参加者の入札金額は、次の算定式（予定価格等からの割合等）に基づき、価

格審査の配点を算出する。 

2) 配点の計算式 

 

予定価格×１.０５－入札金額に基づいて算定された契約金額       １/２ 
配点 ＝                             ×１０５００ 

予定価格×１.０５ 

 

※ 「１.０５、１０５００、１/２」は、本計算式における係数（定数）である。 

※ なお、入札書に記載する「入札金額」をはじめ、「契約金額」及び「予定価

格」については、入札説明書のⅡ ３ (12) 2) を参照すること。 

※ 価格審査の配点は、小数点以下第３位を四捨五入するとともに、上限を５０

点とする。 

 

８．落札者の選定・決定 

(1) 落札者の選定・決定（定性審査と価格審査の総合評価） 

定性審査の配点（基準配点５０点）と価格審査の配点（基準配点５０点）の合計（総

合評価値）が最も高い入札参加者を落札者として選定し、市がこれを落札者として決

定する。ただし、総合評価値が最も高い入札参加者が複数いるときは、当該入札参加

者にくじを引かせて落札者を決定する。 

 

 



 （１０）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業に関する窓口 

 

東根市総務部プロジェクト推進課 

住 所：〒９９９－３７９５ 山形県東根市中央一丁目1番1号 

電 話：０２３７－４２－１１１１（内線３１２１） 

ＦＡＸ：０２３７－４３－２４１３ 

e-mail：project@city.higashine.yamagata.jp 

ホームページ：http://www.city.higashine.yamagata.jp 

 


